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平成３０年第２回多賀城市教育委員会定例会議事録

１ 会議の年月日 平成３０年２月２３日（金） 

２ 招集場所   市役所５階 ５０１会議室

３ 出席委員   教育長 小畑 幸彦   委 員 浅野 憲隆 

         委 員 菊池 すみ子  委 員 根來 興宣 

４ 欠席委員   委 員 樋渡 奈奈子 

５ 説明のため出席した事務局職員 

副教育長兼教育総務課長 松岡 秀樹 

理事兼学校教育課長   身崎 裕司 

副理事兼生涯学習課長  萱場 賢一 

文化財課長       千葉 孝弥 

参事兼教育総務課長補佐  吉田 学 

６ 傍 聴 人  な し

７ 記 録 係  教育総務課主査  山形 剛大

８ 開会の時刻  午後１時 

９ 議事日程 

   日程第１  前回議事録の承認について 

   日程第２  議事録署名委員の指名について 

   日程第３  諸般の報告  

事務事業等の報告 

   日程第４  議 事 

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成２９年度多賀城市教育 

報告第 １ 号  功績者等表彰（追加）） 

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成２９年度多賀城市一般 

報告第 ２ 号  会計補正予算（第７号）に対する意見） 

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成３０年度多賀城市一般 

報告第 ３ 号  会計予算に対する意見） 

日程第５  その他 

教育長   

ただいまの出席者は４名であります。定足数に達しておりますので、これよ

り平成３０年第２回定例会を開会します。 
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日程第１ 議事録の承認について

教育長 

はじめに、平成３０年第１回定例会及び第１回臨時会の議事録について、承

認を求めます。 

議事録については、事前に配付しておりますので、本日は朗読を省略いたし

ます。 

前回定例会及び臨時会の議事録について承認を求めますが、御異議ありませ

んか。 

  （「ありません」の声あり） 

異議がないものと認め、前回定例会及び臨時会の議事録については、承認さ

れました。

日程第２ 議事録署名委員の指名について

教育長 

続きまして、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は、多賀城

市教育委員会会議規則第２１条第３項の規定により、教育長において浅野委員、

菊池委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

日程第３ 諸般の報告について

        事務事業等の報告

教育長 

これより、本会議に入ります。 

諸般の報告ですが、はじめに事務事業等の報告をいたします。報告について

は、事務局職員に朗読させますので、よろしくお願いします。副教育長。 

副教育長 

それでは議案資料の１ページをお願いいたします。 

諸般の報告、平成３０年第１回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況

及び諸会議等の状況は、次のとおりです。 

教育総務課関係ですが、１月３１日、「平成２９年度宮城県市町村教育委員

会協議会教育委員･教育長研修会」が仙台市内で開催され、浅野委員、菊池委員、

樋渡委員、根來委員が出席しました。 

２月１日、「平成２９年度多賀城市教育功績者等表彰式」が市役所で開催さ
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れ、個人２４名と、申し訳ありません、３団体と記載してありますが、正しく

は４団体でございました。訂正方お願いいたします。それらの方々に表彰状を

授与しました。 

２月１３日から３月９日まで２５日間の会期で、「平成３０年第１回多賀城

市議会定例会」が開催されております。教育委員会関係の議案では、本日、臨

時代理事務報告をいたします「平成２９年度多賀城市一般会計補正予算（第７

号）」について、原案のとおり可決されました。また、「平成３０年度一般会

計当初予算」については、２月２８日から予算特別委員会で審議される予定で

す。一般質問は、２月２６日及び２７日に行われ、教育委員会関係は３名から

３件の質問が通告されています。 

次に、学校教育課関係ですが、２月７日、「平成２９年度教育研究論文表彰

式及び学校運営研修会」を文化センターで開催し、市内小中学校の教員から応

募のあった１０点の教育論文に対して、内容が特に優れている論文２点を優秀

賞として教育委員会で表彰し、受賞者から論文の発表がありました。 

また、引き続き行われた学校運営研修会では、３校の教員が実践研究の成果

を発表しました。 

小中学校のインフルエンザについては、うがいや手洗いの励行等、予防策の

徹底を指導してまいりましたが、２月に入っても複数の学校で学級閉鎖の措置

を取っていることから、引き続き、流行の未然防止のため、各家庭に予防策の

徹底を啓発するとともに、学級閉鎖等の措置を適切に行うよう指導してまいり

ます。 

次に、生涯学習課関係ですが、１月３１日、「平成２９年度第２回多賀城市

立図書館運営審議会」が市役所で開催され、平成２９年度事業の進捗状況等に

ついて報告しました。 

２月１日、青少年健全育成多賀城市民会議主催の「平成２９年度青少年善行

者表彰式」が市役所で開催され、人命救助に尽力した山王小学校５年生の児童

１０名が表彰されました。 

２月２日、「平成２９年度第２回多賀城市社会教育委員会議」が市役所で開

催され、平成２９年度社会教育関係事業の進捗状況の報告及び協働教育事業の

評価並びに平成３０年度社会教育関係事業の計画の概要を説明しました。 

２月３日、生涯学習１００年構想実践委員会主催の「第１３回ゆめ大会」が

文化センターで開催され、市内小中学生代表者１０名が「未来のゆめ」につい

て意見発表を行い、２００名が耳を傾けました。また同大会では、市内を中心

に活動している小学生ジャズバンドの「ブライト☆キッズ」の演奏のほか、や

かもち鍋が振る舞われました。 
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２月３日及び４日、「第１４回多賀城ライオンズクラブ杯フットサル大会」

が総合体育館で開催され、３４チーム２７４名が参加しました。 

前回定例会以降に実施した主な社会教育事業等は別表のとおりです。 

次に、文化財課関係ですが、２月５日から２月２３日まで、「日本遺産「政

宗が育んだ”伊達”な文化」」魅力発信推進事業として、市役所１階ロビーで

日本遺産紹介パネルの展示等を行いました。 

２月１４日、「平成２９年度多賀城市文化財保護委員会」を市役所で開催し、

文化財事業の平成２９年度事業報告、平成３０年度事業計画、市指定文化財追

加指定結果及び埋蔵文化財包蔵地の変更について報告しました。 

２月１６日、「平成２９年度多賀城市鹿踊連絡協議会」を市役所で開催し、

平成２９年度の活動報告と今後の活動について協議を行いました。 

次の３ページでございます。前回定例会以降の社会教育事業等の開催状況等

でございます。朗読は省略させていただきます。 

平成３０年２月２３日提出、教育長、以上で報告を終わります。 

教育長 

ただいまの報告について、質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり） 

質疑がないものと認め、事務事業等の報告を承認いたします。 

日程第４ 議事 

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成２９年度多賀城市多賀 

報告第 １ 号  城市教育功績者等表彰（追加）） 

教育長 

次に、議事に入ります。 

はじめに、臨時代理事務報告第１号「臨時代理の報告について（平成２９年

度多賀城市教育功績者等表彰（追加））」を議題といたします。 

内容は、関係課長から説明をいたします。副教育長。 

副教育長 

それでは、議案資料の５ページをお願いいたします。臨時代理事務報告第１

号について御説明を申し上げます。 

これは、教育功績者等の表彰の関係につきましては、１２月の定例会で議案

を提案し、個人が２３名と、団体が４団体、表彰者対象者として御承認をいた

だきましたが、今回、次の７ページに掲載しております、１２月の定例会後に

追加で提出のあったお一人を追加させていただいたものでございます。 





- 6 - 

により異議ない旨回答したので、報告するものです。 

当該補正予算につきましては、市議会第１回定例会に提案され、２月２０日

開催の本会議において原案のとおり可決されております。 

それでは、「平成２９年度多賀城市一般会計補正予算（第７号）」の教育委

員会関係分について御説明を申し上げますので、恐れ入りますが、別冊の臨時

代理事務報告第２号資料をお願いいたします。 

資料の２ページ、３ページをお開き願います。 

歳入予算の全体の表でございます。３ページの表、一番下に一般会計予算の

歳入の合計額が出ておりますが、補正額、右から２列目の欄で３億２万８千円

の減額で、補正後の総額を３３４億７，５１５万１千円とするものでございま

す。 

次の４ページ、５ページをお願いいたします。こちらは、歳出の全体の表で

ございます。 

４ページの表の一番下に、１０款教育費がございますが、教育費の補正予算

額については、右から２列目の補正額の欄３，６３１万２千円の減額で、補正

後の予算額は、その右隣り２６億１，６５４万４千円となるものでございます。 

今回は、５ページ表の上、１項の教育総務費から５項保健体育費までの補正

になります。 

その内容につきまして、順にそれぞれ担当課長から御説明いたします。 

それでは、はじめに歳出から御説明いたしますので、２０、２１ページをお

開き願います。 

１０款１項２目事務局費で、４４２万４千円の減額でございます。 

説明欄教育総務課関係で、１「教育委員会公用車管理事業」２３万１千円の

増額ですが、これは、本市に対し本年３月に仙台トヨペット株式会社から、社

会貢献活動の一環として、車種はプリウスの車両１台を御寄贈いただくことな

り、教育委員会に配置されることとなったことから、１１節需用費１万４千円

は、車両に備え付ける消耗品等の購入費用を、１２節役務費１０万８千円は、

保険料、登録・点検手数料等の諸費用を、１８節備品購入費１０万９千円は、

ラジオ等の備品購入費用を、それぞれ計上するものでございます。 

２「幼稚園就園奨励費補助事業」４４３万７千円の減額ですが、補助金は保

護者の所得区分等により算定されますが、補助金額の高い階層の人数が少なか

ったことにより減額になったものでございます。 

学校教育課長 

次に、学校教育課関係で、説明欄１「小中学校区編成制事業」ですが、２１

万８千円の減額補正でございます。当初、関連する会議を３回見込んでおりま
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したが、１回で終了したため、それに伴う報償費及び需用費の減額でございま

す。 

副教育長 

次に、１０款２項１目小学校の学校管理費で、１０５万７千円の増額でござ

います。 

説明欄教育総務課関係で、１「学校施設維持管理事業」で、１１９万円の増

額補正でございます。内容は１８節備品購入費で、これは平成３０年４月から、

山王小学校で特別支援学級の「病弱・身体虚弱学級」の新設、及び、「自閉症・

情緒障害学級」の増設、また、八幡小学校において「肢体不自由学級」の新設

が見込まれることから、オルガンや、ホワイトボード、パーテーションなどの

一般管理用備品を購入するものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

学校教育課長 

学校教育課関係で、説明欄１の「夏休み学校プール管理運営事業［小学校］」

ですが、１３万３千円の減額補正は、プール開放日が予定より少なく、プール

監視員賃金の減によるものでございます。 

副教育長 

次に、２目小学校の教育振興費で、３９万８千円の減額でございます。 

説明欄、教育総務課関係で、１の「教育教材整備事業」で、１４万円の増額

補正でございます。内訳ですが、１１節需用費で１万３千円、及び１８節備品

購入費で、１２万７千円は、１項学校管理費で御説明いたしました、平成３０

年４月からの、山王小学校、及び多賀城八幡小学校において見込まれる特別支

援学級の新・増設のための教育教材の購入費でございます。 

学校教育課長 

学校教育課関係で、説明欄１の「就学援助事業［小学校］」ですが、３５万

２千円の減額補正は、修学旅行費の事業確定によるものでございます。 

説明欄２の「特別支援教育就学奨励事業［小学校］」ですが、１８万６千円

の減額補正は、学校給食費の事業費確定によるものでございます。 

副教育長 

次に、１０款３項１目中学校の学校管理費で、２，７２８万４千円の増額で

ございます。 

説明欄の教育総務課関係ですが、１の「学校施設維持管理事業」で、７３万

８千円の増額でございます内訳ですが、１１節需用費で４万５千円、及び１８

節備品購入費で６９万３千円は、多賀城中学校で特別支援学級の「病弱・身体

虚弱学級」の新設、東豊中学校で、「自閉症・情緒障害学級」の新設、高崎中
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学校で「知的障害学級」の増設が見込まれることから、必要なカーテンなどの

消耗品、及びソファーベッドやユニット畳、ロッカーなどの一般管理用備品を

購入するものでございます。 

説明欄２の「学校環境整備事業［多賀城中学校］」で、２千６６６万３千円

の増額でございます。内訳ですが、１３節委託料の３８１万３千円は、説明欄

１で御説明いたしました、新設見込みの「病弱・身体虚弱」特別支援学級に係

る、タイルカーペットの敷設、照度確保のための照明器具の交換、ＦＦ暖房機

等設置などの改修費用でございます。 

１５節工事請負費２，２８１万円につきましては、老朽化に伴い、漏水の可

能性があることから、給水系統・消火系統の、主として土の中に埋設している

部分及び一部校舎１階の床下部分の水道管について、今後の漏水対策のため、

更新、改修を行うものでございます。更新の予定延長は、屋外の給水、消火系

統あわせて約６６７メートル、屋内分として約４６９メートルの予定でござい

ます。上の１１節需用費４万円は、工事に係る図面焼付代でございます。 

ここで、繰越明許費について御説明いたしますので、恐れ入りますが７ペー

ジをお願いいたします。 

第２表繰越明許費の補正ですが、下の変更の表、１０款教育費３項中学校費

「学校環境整備事業［多賀城中学校］」で御説明申し上げました水道管改修に

係る２，２８５万円全額を、昨年第４回定例会において御承認いただきました、

校庭バックネット設置等事業費８７１万円に加え、３，１５６万円とし、繰越

明許費を設定するものでございます。 

本事業につきましては、本補正予算が承認になりましたが、今後契約等事務

手続きを経て事業を進めてまいりますが、年度内の完了が見込めないことか

ら、翌年度に繰り越すこととするものでございます。 

なお、完了時期につきましては、本年１２月末を予定しております。 

恐れ入りますが、再度、２２、２３ページにお戻り願います。 

学校教育課長 

学校教育課関係で、説明欄１の「夏休み学校プール管理運営事業［中学校］」

ですが、１１万７千円の減額補正は、プール開放日が予定より少なくプール監

視員賃金の減によるものでございます。 

副教育長 

次に、３項２目中学校の教育振興費で、１１９万９千円の減額でございます。 

説明欄の教育総務課関係ですが、１の「教育教材整備事業」２万５千円の増

額でございます。内容は、１１「節需用費で、平成３０年４月からの東豊中学

校において見込まれる特別支援学級の新設のための、教育教材の購入費でござ
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います。 

学校教育課長 

学校教育課関係で、説明欄１の「就学援助事業［中学校］」ですが、１２２

万４千円の減額補正は、次の２５ページになりますが、修学旅行費の事業確定

によるものでございます。 

生涯学習課長 

続いて、４項８目市民会館費ですが、説明欄記載の「文化センター改修事業」

につきまして、財源の組替えをするものです。 

当該事業は、昨年の第１２回教育委員会定例会において、文化センターを安

全・快適に利用いただくため、早急に対応しなければならないものとして、「昇

降機改修工事」と「高圧ケーブル改修工事」の２件の工事を実施することとし、

その財源に教育施設及び文化施設管理基金繰入金を充てる旨の説明をしたと

ころでした。 

今回、公益財団法人宮城県市町村振興協会市町村交付金、これは新市町村振

興宝くじの収益金を原資として県内市町村に交付されるものですが、交付額が

決定したことを受け、当該事業に充てる財源として活用することとされました

ので、当初予定していた教育施設及び文化施設管理基金繰入金の一部と財源の

組替えを行うこととするものです。 

文化財課長 

次に、９目埋蔵文化財調査センター費で、４，７７６万３千円の減額補正で

ございます。 

埋蔵文化財調査センター説明欄１「埋蔵文化財緊急調査事業[単独]」１０９

万円の減額補正は、国庫補助で実施できない事業を対象とする市単独費による

緊急調査が発生しなかったため、非常勤職員の報酬、測量業務等の委託料を減

額するものでございます。 

説明欄２「埋蔵文化財調査受託事業」１，８０５万８千円の減額補正は、当

初、２件で１２，０００㎡の発掘調査を予定していたところ、４件で６，４４

０㎡を対象とした調査になったため、１節発掘作業員報酬、１３節調査に係る

委託料、１４節使用料及び賃借料等を減額するものでございます。 

ここで、繰越明許費について御説明いたしますので、恐れ入りますが７ペー

ジをお願いします。 

第２表繰越明許費補正でございますが、１０款４項社会教育費の下の欄「埋

蔵文化財調査受託事業」で７７０万円の繰越明許費の設定をするものでござい

ます。これにつきましては、市道新田浮島線と県道泉塩釜線の交差点の西側を

対象とした、宅地造成に係る発掘調査受託事業で、調査対象面積が約６，００
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０㎡、現地での調査期間が１０．５か月という大規模調査になることから、本

補正予算が成立しました後、対象地を２工区に区分して前期分の受託契約を締

結し、早々に調査に着手しようとするものでございます。繰越分の事業完了予

定日は、平成３０年６月３０日としております。 

恐れ入りますが２４、２５ページにお戻りください。 

説明欄３「埋蔵文化財緊急調査事業［復興交付金］」の１，１８０万円の減

額補正は、当初、住宅建築等に係る１４件で８４０㎡の調査を想定していたと

ころ、７件で５７５㎡の調査にとどまったため、１節発掘作業員報酬と、次の

ページお願いしますが、１４節調査に係る使用料及び賃借料等を減額するもの

でございます。 

次のページをお願いします。 

説明欄４「埋蔵文化財調査受託事業（ほ場整備）」の１，３５４万４千円の

減額補正は、対象地内において遺構の分布が希薄となっている地区や、遺構が

存在しない地区があったことなどから、調査に係る１節発掘作業員報酬、１３

節調査に係る委託料、１４節使用料及び賃借料等を減額するものでございま

す。 

説明欄５「埋蔵文化財調査センター庶務事務」の３２７万１千円の減額補正

は、専門的知識・技術を有する発掘調査員６名を募集したところ、現時点でそ

の定員に満たないことから、１名分の報酬を減額するものでございます。 

続きまして、恐れ入りますが、７ページをお願いします。 

第２表繰越明許費の補正でございます。 

繰越明許費につきましては、先の歳出補正に合わせて御説明申し上げたもの

以外について、御説明申し上げます。 

１０款教育費４項社会教育費の上の欄、「多賀城跡附寺跡特別史跡公有化事

業」で９，０００万円の繰越明許費を設定するものでございます。これは、買

収予定地における境界立会が難航したことで、事業全体に遅れが生じたため、

当初予定していた６件１５筆の内、２件７筆の買収を次年度に繰り越しとさせ

ていただくものでございます。繰越分の業務完了は、平成３０年９月頃となる

見込みでございます。 

恐れ入りますが、２６、２７ページをお願いします。 

学校教育課長 

続きまして、１０款５項２目学校給食管理費で１，０８７万２千円の減額補

正でございます。 

説明欄１「学校給食調理事業」でございますが、１１節需用費で３１２万１

千円の減額は、都市ガス使用料減少によるものでございます。１３節委託料で
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７７５万１千円の減額は、台風による臨時休業等やアレルギー児童生徒減額分

による食材発注業務の食数減によるものでございます。 

副教育長 

以上で歳出の説明を終わりまして、次に、歳入の御説明を申し上げます。１

４ページ、１５ページをお願いいたします。 

１４款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金で、１，３２９

万４千円の減額です。 

１節「幼稚園費補助金」で１，３１４万円の減額ですが、これは、歳出で御

説明申し上げました幼稚園就園奨励費補助金に対する補助金でございまして、

補助対象額の３分の１に調整率を乗じた金額と、計上済額との差額を減額する

もので、補助金の高い階層の人数が少なかったこと、及び今年度の調整率見込

みが、当初の０．９７から補正予算作成時において県から示されました０．７

７になることなどによるものでございます。 

学校教育課長 

２節小学校費補助金、学校教育課関係で説明欄１「特別支援教育児童就学奨

励費補助金」ですが、事業費確定に伴い９万１千円を減額するもので、国の補

助率は２分の１でございます。 

３節中学校費補助金、学校教育課関係で説明欄１「要保護生徒就学援助費（修

学旅行費）補助金」ですが、事業費確定に伴い６万３千円を減額するもので、

国の補助率は２分の１でございます。 

１６、１７ページをお願いいたします。 

８目教育費県補助金で３４６万２千円の増額補正でございます。 

３節中学校費補助金、学校教育課関係説明欄１「宮城県被災児童生徒就学支

援事業費補助金」「宮城県被災生徒就学支援事業費補助金」でございますが、

事業費確定に伴い１４万円を減額するもので、県の補助率は１０分の１０でご

ざいます。 

副教育長 

次に、５節幼稚園費補助金で、説明欄「宮城県被災幼児就園支援事業費補助

金」３６０万２千円の増額ですが、対象となる園児が、当初見込み６４人から

８４人と増加が見込まれることから、計上済額との差額を増額補正するもので

ございます。補助対象金額の１０分の１０が県から補助されるものでございま

す。 

１８、１９ページをお願いいたします。 

文化財課長 

次に、４項受託事業収入、３目教育費受託事業収入、１節社会教育費受託事
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業収入で、３，１６０万２千円の減額補正でございます。 

説明欄埋蔵文化財調査センターの１「埋蔵文化財発掘調査受託」の減額は、

歳出で御説明申し上げました埋蔵文化財調査受託事業の事業費の減額に伴う

補正でございます。 

学校教育課長 

２０款５項２目雑入で１，８５０万３千円の増額補正でございます。 

５節「学校給食費実費徴収金」で１，０４１万３千円の減額補正でございま

すが、その内訳は、学校給食センター関係説明欄１「小学校給食費実費徴収金」

で４７６万４千円の減額、説明欄２「中学校給食費実費徴収金」で５６４万９

千円の減額でございます。これは、歳出の際に御説明しましたとおり、小・中

学校の給食、食数見込みの減によるものでございます。 

副教育長 

以上で歳入の説明を終わります。 

続きまして、債務負担行為の御説明を申し上げますので、８ページをお願い

いたします。第３表債務負担行為補正でございます。 

これは、複数年契約を締結する業務や、新年度当初から業務が開始となるた

め、本年度中に契約等の事務処理を行う必要があるものについて、債務負担行

為として設定するものです。 

表の各事項に記載の、業務の追加の期間及び限度額並びに変更後の期間及び

限度額は、それぞれ記載のとおりでございまして、教育委員会が関係する業務

がある事項を太線で囲んでおります。 

その内訳などの詳細につきましては、この資料の２９ページ以下に記載して

おりますが、経常的な業務を除き、新規に設定するものや、業務内容等に特に

変更のあったものについて、御説明させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

それでは、３１ページ、上の表の中ごろ、教育委員会で、６２番「総合学習

の時間に係るパソコン等の借上げ・小学校」５４万円、及び６３番、同じく「中

学校」３６万円につきましては、今年度、校務用パソコンの導入を予定してお

ります、城南小学校、八幡小学校、及び高崎中学校において、新パソコンによ

る運用の移行期間として、今年度１年分の３校で３台分の周辺機器を含む、借

上料を設定するものでございます。 

学校教育課長 

次に、６４番「放射性物質検査用機器保守点検サービス業務」で３１万５千

円を設定するものでございます。 

文化財課長 



- 13 - 

次に、７１番埋蔵文化財調査センター「資料保管用サーバー借上げ」７３万

１千円を計上するものでございます。これは、発掘調査で撮影した写真画像や

出土資料の実測図、調査報告書に収録した図版等を電子データで保管するため

のサーバーの借上げでございます。 

次の７２番、埋蔵文化財調査センター「電子平板借上げ」４２９万円を計上

するものでございます。これは発掘調査で発見した遺構の測量図を、現地で電

子データ化しながら作図でき、現地での発掘調査から報告書作成まで効率よく

作業を進めることができる測量器材の借上げでございます。 

３２ページをお願いします。 

次の６６番、埋蔵文化財調査センターで、発掘調査で使用する器材倉庫や休

憩施設設置工事、また発見した遺構保護のための「山砂購入」でございます。

主に年間を通して調査を実施しているほ場整備等の発掘調査のため、平成３０

年度の予算の範囲内で限度額を設定するものでございます。 

恐れ入りますが８ページをお願いいたします。 

「変更」の表二つ目の欄、「施設備品借上料」で、限度額を６５８万円から

７７６万２千円に、設定期間を平成３０年度から平成３３年度までを、平成３

４年度までに変更するものでございます。 

恐れ入りますが、３３ページをお願いします。 

「変更」の表、「施設備品借上料」の２、埋蔵文化財調査センターで、多賀

城史遊館に常備する「ＡＥＤ借上料」として、３２万４千円を計上するもので

ございます。 

以上で、平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予算（第７号）の説明を

終わります。 

教育長 

ただいまの説明について、質疑ございませんか。菊池委員。 

菊池委員 

３１ページの教育委員会関係の６２番、６３番です。パソコン等の借上げで、

城南小学校、多賀城八幡小学校、高崎中学校で今回行うとのことですが、他の

学校の状況をお聞かせください。 

教育長 

副教育長。 

副教育長 

平成３０年度に城南小、多賀城八幡小、高崎中に先生方にお使いいただく校

務用パソコンが配備されることで、先生一人一台の整備となりますが、年度の

途中での整備となりますことから、今まで総合学習用として使っていたパソコ
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ンについて、移行期間として１年間の借上げを行うものです。 

教育長 

ほかにありませんか。根來委員。 

根來委員 

学校給食についてですが、アレルギー児童生徒による減額分は昨年度と比べ

てどうなっているのでしょうか。 

教育長 

学校教育課長。 

学校教育課長 

今資料がありませんので、調べて後ほど御報告します。 

根來委員 

分かりました。アレルギーが増えているか減っているかによって検討する事

案は変わってくると思いますので、単年度の予算ではあるのですが、今後の見

通しを踏まえて事業と連動して、学校給食センターの運営の予算というものも

検討していただければと思います。 

副教育長 

ただ今確認しておりますが、昨年度の同時期に同様の補正予算を組んでおり

ますので、少々お時間を頂戴いたします。 

教育長 

ほかにございませんか。 

（「はい」の声あり） 

質疑がないものと認め、臨時代理事務報告第２号を承認します。 

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成３０年度多賀城市一般 

報告第 ３ 号  会計予算に対する意見） 

教育長 

次に、臨時代理事務報告第３号「臨時代理の報告について（平成３０年度多

賀城市一般会計予算に対する意見）」について議題といたします。内容につき

ましては、関係課長から説明をいたします。副教育長。 

副教育長 

それでは、それでは、議案の１３ページをお願いいたします。 

臨時代理事務報告第３号について御説明を申し上げます。 

これは、1５ページですが、市長から地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条の規定に基づき、平成３０年度多賀城市一般会計予算の調製につ
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いて意見を求められましたが、委員会を招集する暇がなかったことから、１４

ページにありますように、平成３０年２月５日に臨時代理により異議ない旨回

答したので、報告するものです。 

なお、これから御説明する平成３０年度予算の内容ですが、来週２月２８日

水曜日から市議会での委員会の審議が始まることとなっておりまして、３月７

日水曜日まで審議が行われる予定でございます。 

それでは、「平成３０年度多賀城市一般会計予算」の教育委員会関係分につ

いて、別冊の臨時代理事務報告第３号資料の１により御説明いたします。 

なお、もう１冊、別冊の資料として３号資料の２として実施計画があります

が、こちらは実施計画に位置付けている事業の概要等を掲載したものでござい

まして、参考として後ほど御覧いただきたいと思います。 

それでは、資料３号の１の２ページ、３ページをお開き願います。 

歳入予算の全体の表でございます。３ページの表、一番下に一般会計予算の

歳入の合計額が出ておりますが、合計額は２８５億円でございます。 

次の４ページ、５ページは、歳出の全体の表でございます。 

５ページ、表の上段の方に太枠で囲んだ１０款教育費がございますが、表の

３行目教育費の総額は、２８億６，５６８万６千円でございます。 

平成２９年度の当初予算と比較いたしまして、１１．３％の伸び率となって

おります。 

これから、内容につきまして御説明いたしますが、昨年度までは、新年度か

らはじまる新規事業、前年度と比較して特に増減の大きい事業などについて、

資料を作成の上、主な項目を御説明しておりましたが、市議会におきまして、

今回からの予算のうち歳出予算に係る説明につきましては、主に新年度からは

じまる新規事業、復旧復興事業、その他特に説明を要する事業などについて行

うこととされました。 

それを受けまして、教育委員の皆様方への説明につきましても、今回から市

議会への説明に用います議案資料と同一のものの抜粋資料によりまして、市議

会への説明内容と同様のもので、御説明をさせていただくことにさせていただ

きたいと思いますので、御了解をお願いいたします。 

それでは、はじめに歳出から御説明いたしますので、４０、４１ページをお

開き願います。これから説明する事項はそれぞれ太枠で囲んでありますので、

そちらを御覧願います。 

学校教育課長 

学校教育課の説明欄３「外国語活動指導支援事業」でございます。２，３６

５万円は、前年度と比べて４６４万５千円の増額となっております。これは、
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平成３２年度の小学校での英語の教科化に向け、平成３０年度から段階的に英

語教育の授業数が増えることとなるため、ＡＬＴを小学校６校で現在の２名体

制から１名増員して３名体制とし、小中学校合わせて５名体制で教育環境の充

実を図ることによる増額でございます。 

次のページをお願いします。 

説明欄１０「学校適応アセスメント事業」４５７万９千円は、市内全小・中

学校で今年度から実施しています。この検査は、震災の影響等を含め、児童生

徒の内面、心理面を的確に把握、アセスメントすることにより、個々の問題解

決に役立て、よりよい学級集団づくりを図るための検査代等でございます。 

５１ページをお願いします。 

副教育長 

説明欄８「校務情報化推進事業（小学校）」でございます。これは、小学校

６校分の教職員用のパソコン及び校務支援ソフトの借上げに要する事業費を

計上するものです。前年度から、約６４５万円の増額となっておりますが、平

成３０年度は、小学校の新規分として、城南小学校、多賀城八幡小学校の２校

への配置を予定しており、これにより小学校全校への配置が終了することとな

ります。 

次に説明欄９「学校環境整備事業［小学校］」でございます。これは、小学

校校舎等施設の環境整備に要する経費を計上するもので、平成３０年度におい

て保健室にエアコンが未整備である多賀城東小学校、山王小学校、多賀城八幡

小学校の３校にエアコンを設置するための経費として、７１３万円を計上する

ものです。これにより、小学校全校の保健室にエアコンが設置されることとな

ります。なお、設置予定時期につきましては、極力夏の時期前の事業完了を目

途としております。 

次に説明欄１０「学校環境整備事業［多賀城東小学校］」でございます。こ

れは、屋内運動場内の老朽化したエレベータ大規模改造のための、設計業務委

託料５０万円の計上でございます。なお、工事は平成３１年度を予定しており

ます。 

次に説明欄１１「学校環境整備事業［城南小学校］」でございます。これは、

老朽化した管理室、機械室がありますプール附属棟の改修工事に要する経費と

して３，５０５万円を計上するものです。主なものとして、１３節委託料３６

０万円は設計業委託料として、１５節工事請負費として３千１４０万円の計上

でございます。 

次に説明欄１２「学校環境整備事業［多賀城八幡小学校］」でございます。

これは、校舎内の老朽化したエレベータを荷物・人員共用のものに大規模改造
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のための事業に要する経費として、３，１０８万１千円を計上するものでござ

います。主なものとして、１５節工事請負費として３，１００万円の計上でご

ざいます。 

次に５５ページをお願いします。 

１０款２項２目で、説明欄１「教育教材整備事業［小学校］」でございます。

これは、学校での学習環境等の充実を図るため、教育教材等の整備に要する経

費を計上するものです。前年度から、約３８３万円の増額となっておりますが、

これは１８節備品購入費で、平成３２年度から小学校において英語が教科化に

なることに伴い、それに向けて英語に関する図書等を先行して購入整備するた

めの予算を計上していることによるものでございます。 

学校教育課長 

次に、学校教育課説明欄１「就学援助事業［小学校］」でございます。これ

は、扶助費で、要保護・準要保護児童に要する経費でございます。２，６１８

万７千円は、前年度より５２５万６千円増額しております。例年７月に支給し

ていた新入学学用品費を、来年度から小学校入学時の援助が必要な入学前の前

年度のうちに支給するため、平成３０年度、平成３１年度の２年分を計上する

ことによるものでございます。 

５９ページをお願いします。 

副教育長 

説明欄６「校務情報化推進事業（中学校）」でございます。これは、中学校

４校分の教職員用のパソコン及び校務支援ソフトの借上げに要する事業費を

計上するものです。前年度から、約３２１万円の増額となっておりますが、平

成３０年度は中学校の新規分として、高崎中学校への配置を予定しており、こ

れにより中学校全校への配置が終了することとなります。 

次に説明欄７「学校環境整備事業［中学校］」でございます。これは、中学

校校舎等施設の環境整備に要する経費として１，９４７万円を計上するもので

ございます。主なものといたしまして、１５節工事請負費１，９３０万円のう

ち、保健室にエアコンが未整備である多賀城中学校、東豊中学校の２校にエア

コンを設置するための工事費として４８０万円を計上するものです。これによ

り、中学校全校の保健室にエアコンが設置されることとなります。なお、設置

時期につきましては小学校と同様に、極力夏の時期前の事業完了を目途として

ございます。 

また、トイレ改修工事１，４５０万円につきましては、洋式化率が低く、大

規模改修まで期間のある多賀城中学校、東豊中学校、高崎中学校の３校につき

まして、概ね洋式化率３０パーセントから４０パーセントを目途に改修工事を
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行うものでございます。 

次のページをお願いします。 

次に説明欄８「学校環境整備事業［東豊中学校］」２億１，６１０万円の計

上でございます。主なものといたしまして、１３節委託料５００万円は、校舎

内の老朽化したエレベータ大規模改造のための設計業務委託料でございます。

なお、工事は平成３１年度を予定しております。１５節工事請負費２億１，１

００万円は、昭和６１年度に建設された屋内運動場の老朽化に伴う大規模改造

工事を行うもので、屋根、外装、内装、電気設備、機械設備、アリーナ照明の

ＬＥＤへの更新等の事業費を計上するものでございます。なお、工事完成時期

は、平成３１年２月末を目途としております。 

次のページをお願いします。 

教育総務課説明欄１「教育教材整備事業［中学校］」でございます。これは、

学校での学習環境等の充実を図るため、教育教材等の整備に要する経費を計上

するものです。前年度から、約１１５万円の増額となっておりますが、これは、

１１節需用費において、学習活動、部活動等で使用する学校備品で、その活動

に支障を来たさないよう対応するための、修繕料を計上したことによるもので

ございます。 

学校教育課長 

次に、学校教育課説明欄１「就学援助事業［中学校］」でございます。２，

９４２万１千円は、前年度より２８６万１千円増額しております。これは、小

学校費のところでも御説明いたしましたが、例年７月に支給していた新入学学

用品費を、来年度から中学校入学時の援助が必要な入学前の前年度のうちに支

給するため、平成３０年度、平成３１年度の２年分を計上するものでございま

す。 

生涯学習課長 

同じページの４項１目社会教育総務費で、説明欄生涯学習課の２「防災キャ

ンプによる地域教育力向上事業」ですが、災害などの非常時に主体的に対応す

ることができる青少年の育成と、地域防災力の基盤となるコミュニティの醸成

を通した地域教育力の向上のため、防災キャンプの実施に要する経費を計上す

るものです。 

平成３０年度では、大代地区公民館を会場とした１泊２日のキャンプ、山王

地区公民館を会場としたデイキャンプに加えて、中央公民館を会場としたデイ

キャンプの実施を計画しています。 

なお、当該事業は、東日本大震災復興基金を活用して実施するもので、全体

の事業期間としては、震災復興計画期間に合わせて平成３２年度までとしてお
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ります。 

続いて６８、６９ページをお願いします。 

説明欄５の「全国万葉故地サミット交流事業」ですが、本市において、第２

回「全国万葉故地サミット」を開催するための経費を計上するものです。全国

万葉故地サミットは、大伴家持の生誕１３００年を迎えることを契機に、全国

の万葉にゆかりのある自治体が結集し、情報交換の促進と連携を深め、都市間

交流の進展を図り、万葉の魅力を全国に広く発信することを目的として結成さ

れ、平成２８年１０月に富山県高岡市において第１回目のサミットが開催され

たところです。 

第２回目のサミットは文化センターを会場として、例年１０月に開催され、

今年で２０回目を数える史都多賀城万葉まつりの開催時期にあわせた開催を

予定しております。サミットの日程は２日間とし、１日目には総会、基調講演、

加盟自治体の首長によるパネルディスカッションを実施し、２日目には加盟自

治体による本市の万葉のまちづくりの状況等の視察を計画しております。 

本事業に係る主な経費ですが、８節報償費の３０万円は基調講演の講師及び

パネルディスカッションのファシリテーターに要するもので、１１節需用費の

４９万９千円はチラシ、ポスター、サミット報告書の作成などに要するもので

す。 

続いて、３目公民館費の説明欄生涯学習課の１「大代地区公民館管理運営事

業」ですが、大代地区公民館は、地域のニーズに沿った事業展開、地域コミュ

ニティの醸成など、行政と住民の協働によるまちづくりを推進するため、平成

２６年度から指定管理者制度を導入し、大代地区コミュニティ推進協議会によ

る管理運営を行っているところです。現在の指定管理期間が平成３０年度で満

了となることから、同年度において、指定管理の評価・検証を行い、次期指定

管理者の選定を行うために必要な経費として、例年に計上している経費に加え

て、１節報酬で指定管理者評価・選定委員会報酬７万８千円を計上しておりま

す。また、全体事業費が前年度と比較して１４２万円の減額となっております

が、主な要因は指定管理料の減額で、指定管理者から提出された平成３０年度

事業計画に基づく指定管理料を基に精査し、より実態に即した予算額として計

上したものです。 

次に７６、７７ページをお願いします。 

文化財課長 

文化財課の説明欄１「多賀城跡附寺跡特別史跡公有化事業」ですが、これは、

特別史跡多賀城跡附寺跡指定地保全のため、公有化に要する経費を計上するも

のでございます。主なものは１７節公有財産購入費で１億３，９４０万円、２
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２節補償、補填及び賠償金４，６０３万円で、土地の買収と物件補償に係る経

費です。 

なお、文化財保護費として、昨年度まで特別史跡多賀城跡復元整備事業の経

費を計上しておりましたが、この事業の進め方について市議会及び庁内で現在

検討中という状況でありますことから、今回は歳入歳出ともに計上しておりま

せんことを御報告させていただきます。 

次のページをお願いいたします。 

説明欄５埋蔵文化財調査センターの「埋蔵文化財緊急調査事業［補助］」で

すが、これは、個人住宅等の建築に伴う埋蔵文化財発掘調査に要する経費を計

上するものです。前年度から３００万円増額となっておりますが、これは前年

度当初より２件多い６件の調査を見込んでいることによるものでございます。 

次のページをお願いします。 

説明欄７「埋蔵文化財緊急調査事業［復興交付金］」ですが、これは震災復

興に関わる住宅建設や、土木工事等に伴う埋蔵文化財発掘調査の経費を計上す

るものです。事業費は、前年度と同様の１４件の調査を見込んでおります。 

次のページをお願いします。 

説明欄８「埋蔵文化財調査受託事業（ほ場整備）」ですが、これは多賀城地

区ほ場整備に伴う埋蔵文化財発掘調査に要する経費として、６，７０８万８千

円を計上するものでございます。主なものとしまして、１節報酬３，９６３万

２千円は発掘作業員、遺物整理員の報酬として、１４節使用料及び賃借料１，

３４７万３千円は、表土掘削等に使用する重機等の借上げに要するものです。 

８８、８９ページをお願いします。 

生涯学習課長 

続いて、５項１目保健体育総務費の説明欄５の「東北総合体育大会銃剣道競

技大会運営事業」ですが、平成３０年８月２６日日曜日に、本市総合体育館を

会場として、平成３０年度国民体育大会東北ブロック大会兼第４５回東北総合

体育大会の銃剣道競技大会が開催されます。同大会は、宮城県及び競技団体と

連携して運営することとなりますが、大会運営に要する経費のうち、本市での

負担が見込まれるものとして３８万円を計上するものです。その内訳としまし

ては、１３節委託料の１０万５千円は、本市独自の取組となりますが、大会出

場者等に歓迎の意を表するため横断幕などの作成に要する経費として、１４節

使用料及び賃借料の２７万５千円は冷房などの大会会場の設備使用料に要する

経費として計上するものです。 

続いて、説明欄７の「多賀城市市民テニスコート改修事業」ですが、安全で

快適な利用環境を整えるため、テニスコートの全面修繕に要する経費として
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３，６０９万８千円を計上するものです。主な経費としましては、１５節工事

請負費の３，６０８万８千円で、市民テニスコートの全てのコート面の人工芝

張替え工事に要する経費となります。 

テニスコートの不具合箇所につきましては、現在まで、部分的な小規模修繕

で対応してきたところですが、修繕を重ねることによってコート面に段差が生

じるなど、安全な利用環境を維持することが困難な状況となっております。市

民テニスコートの利用は増加傾向にあり、安全な利用環境の整備が求められて

いることから、全国からお寄せいただいた「ふるさと多賀城応援寄附金」を活

用させていただき、コート面の全面修繕を実施することとするものです。予算

が成立しましたならば、例年テニスコートで開催されている大会の日程や利用

の状況などを勘案し、同施設の管理運営を行っている指定管理者と調整をしな

がら、修繕工事を実施してまいります。 

続いて９０、９１ページをお願いします。 

学校教育課長 

続いて２目学校給食管理費の説明欄４「設備、器具等維持管理事業」でござ

います。５，１７１万円を計上しておりますがこれは前年度より３，１０１万

円増額しております。「学校給食センター設備等更新計画」に基づき、器具等

の更新・修繕を行うことによるものでございます。厨房設備ではコンテナ、食

缶前処理機、各種洗浄機、空調設備では送風機等の修繕、このほかフードスラ

イサー、高速度ミキサー、手洗い器等の更新を行います。 

次に、説明欄５「学校給食放射性物質測定検査事業」２３１万８千円を計上

しております。前年度より９９万２千円減額しております。これは、平成２４

年度８月から実施している給食の放射性物質の簡易測定の委託料でございま

す。精密検査の必要がこれまでないために、週１回実施しておりました素材検

査を減らしたことによるものでございます。これにより、調理後３献立、週２

回の検査になります。 

副教育長 

以上で歳出の御説明を終わります。 

次に、歳入の御説明を申し上げますので、１２ページ、１３ページをお開き

願います。こちらも、説明項目は太枠で囲んでございます。 

１３款 1 項５目教育使用料は３１９万９千円で、１節「行政財産使用料」は、

２９万１千円でございます。 

説明欄の教育総務課から次のページ文化財課までの用地使用料等につきま

しては、いずれも電柱、電話柱等の使用料でございます。 

生涯学習課長 
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続いて１４、１５ページの２節公民館使用料の「山王地区公民館使用料収入」

は、２９０万８千円の計上で、山王地区公民館各室等の使用状況や過去の実績

などを基に、各室使用料及び冷暖房設備使用料の収入を見込むものです。 

次に、１６、１７ページをお願いたします。 

副教育長 

次に５目教育費国庫補助金は２億４，９２２万円で、１節幼稚園費補助金で

３，１０６万５千円でございます。これは、「幼稚園就園奨励費補助金」で、

補助率３分の１の調整率を０．７７に見込んだものでございます。 

２節小学校費補助金で８６５万８千円でございます。説明欄の教育総務課関

係で、１の「理科教育振興費補助金」で４１万２千円ですが、小学校の理科備

品購入に係る補助金で、補助率は２分の１でございます。 

次の２「学校施設環境改善交付金」で、６０９万４千円ですが、申し訳ござ

いませんが、ここで表記の修正をお願いいたします。１「多賀城八幡小学校屋

内運動場大規模改造事業交付金」と記載しておりますが、正しくは「多賀城八

幡小学校エレベータ大規模改造事業交付金」でございました。これは、歳出で

御説明いたしました、多賀城八幡小学校エレベータの大規模改造事業に係る交

付金でございます。交付基準額１，８１０万４千円の３分の１に事務費を加え

たものでございます。 

学校教育課長 

続きまして学校教育課関係でございますが、説明欄１「要保護児童就学援助

費（修学旅行費）補助金」１２万８千円、次のページをお開きください、説明

欄２「要保護児童医療費補助金」７千円、説明欄３「特別支援教育児童就学奨

励費補助金」１１４万９千円ですが、説明欄に記載のとおり生活保護世帯の修

学旅行費と医療費、特別支援学級在籍児童の就学支援の扶助で、２分の１の補

助率でございます。 

また、説明欄４「理科教育設備整備費等補助金」８６万８千円につきまして

は、平成２５年１０月１日から理科教育設備整備費等補助金の補助対象「理科

観察実験支援事業」が実施されることになったことにより、小学校理科支援事

業を推進するための補助金でございます。補助率は３分の１でございます。 

副教育長 

次に３節中学校費補助金で３，８９２万５千円でございます。説明欄の教育

総務課関係で、１の「理科教育振興費補助金」で４４万４千円ですが、中学校

の理科備品購入に係る補助金で、補助率は２分の１でございます。 

２の「学校施設環境改善交付金」で３，７８４万９千円は、歳出で御説明い

たしました東豊中学校の屋内運動場大規模改造事業に伴うもので、交付基準額
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１億１，２４２万４千円の３分の１に事務費を加えたものでございます。 

学校教育課長 

続きまして、学校教育課関係でございますが、説明欄１「要保護生徒就学援

助費（修学旅行費）補助金」５万７千円、説明欄２「要保護生徒医療費補助金」

１万３千円、説明欄３「特別支援教育生徒就学奨励費補助金」５６万２千円に

つきましては、２節で御説明申し上げた小学校費の扶助と同様でございます。 

文化財課長 

次に、４節社会教育費補助金で１億７，５７万２千円の計上でございます。 

はじめに、文化財課説明欄１の「史跡等購入費補助金」１億６，０００万円

は、歳出で御説明申し上げました「多賀城跡附寺跡特別史跡公有化事業」に対

する国庫補助金で、説明欄２の「国宝重要文化財等保存整備費補助金」の１「指

定文化財管理費」１６万６千円は、特別史跡内に所在する国有地の管理に対す

る国庫補助金で、５分の４の補助率でございます。 

次に、埋蔵文化財調査センターの説明欄１「国宝重要文化財等保存整備費補

助金」１，０４０万６千円は、１「市内遺跡発掘調査」が、歳出で御説明申し

上げました「埋蔵文化財緊急調査事業［補助］」に対する国庫補助金でござい

ます。２「市内遺跡出土遺物保存処理」は木製・金属製遺物の保存処理、３「市

内遺跡埋蔵文化財保存活用整備事業」は展示・報告会開催事業に対する国庫補

助金で、補助率はいずれも２分の１でございます。 

次のページをお願いいたします。 

学校教育課長 

続きまして、８目教育費県補助金５，００３万３千円でございます。 

１節教育総務費補助金１，３７９万２千円でございますが、説明欄１「みや

ぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業費補助金」でございます。これは、「子

どもの心のケアハウス運営事業」に係る補助金でございます。補助率は、維持

管理費、光熱水費等が３分の２、その他は１０分の１０でございます。 

副教育長 

次に２節幼稚園費補助金で、７２０万３千円でございます。これは、被災児

に対する「幼児就園支援事業補助金」で補助率は１０分の１０でございます。 

学校教育課長 

３節小学校費補助金４６７万２千円でございますが、説明欄１「宮城県被災

児童生徒就学支援事業費補助金」でございます。これは、震災で被災した児童

対象の就学支援の補助金でございます。 

４節中学校費補助金４０６万３千円でございますが、説明欄１「宮城県被災

児童生徒就学支援事業費補助金」でございます。３節同様、震災で被災した生
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徒対象の就学支援の補助金でございます。補助率は１０分の１０でございま

す。 

生涯学習課長 

続いて、５節社会教育費補助金で、２，０３０万３千円の計上です。 

説明欄生涯学習課の「地域学校協働活動推進事業補助金」１，２３０万３千

円の計上は、「学校支援地域本部事業」、「家庭教育事業」、「放課後子ども

教室推進事業」の各事業の実施に係る補助金の交付を見込むものです。当該補

助金の補助率は対象経費に対して１０分の１０です。 

次の２２、２３ページをお願いいたします。 

文化財課長 

次に、文化財課で８００万円の計上でございます。説明欄１の「史跡等購入

費補助金」は、先ほど国庫補助金で御説明いたしました「多賀城跡附寺跡特別

史跡公有化事業」に対する県補助金でございます。 

２４、２５ページをお願いいたします。 

学校教育課長 

次に、２目教育費委託金６３７万６千円でございます。１節教育総務費委託

金でございますが、説明欄１「学び支援コーディネーター等配置事業委託金」

１０６万２千円で、「自主学習支援事業」に充当されるものでございます。補

助率は１０分の１０でございます。 

２節中学校費委託金５１１万５千円ですが、説明欄１「スクールソーシャル

ワーカー活用事業委託金」で、補助率は１０分の１０でございます。 

文化財課長 

次に、文化財課関係で、「宮城県委員会教育委員会経由処理交付金」１９万

９千円は、文化財保護に係る宮城県教育委員会からの委任事務に伴う平成３０

年度分の概算交付金でございます。 

次のページをお願いいたします。 

学校教育課長 

次に２０款１項１目延滞金で学校教育課関係でございます。説明欄１「遅延

損害金等」は、支払督促の申立てを行い、和解した家庭から支払われる延滞損

害金等１千円の科目設定でございます。 

次のページをお願いいたします。 

文化財課長 

次に、３目教育費受託事業収入、１節社会教育費受託事業収入で、説明欄１

の「埋蔵文化財発掘調査受託」１億７６９万１千円は、歳出で御説明申し上げ

ました「埋蔵文化財調査受託事業」に係る受託事業収入でございます。 
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次のページをお願いします。 

学校教育課長 

次に学校教育課関係で、説明欄１「独立行政法人日本スポーツ振興センター

共済掛金徴収金」１９８万３千円でございます。 

次に、５節学校給食費実費徴収金として２億４，２８２万２千円を見込んで

おります。説明欄１「学校給食費実費徴収金」としては、小学校、中学校合わ

せて２億４，２８２万２千円を現年度徴収として見込んでおります。 

また、説明欄２「学校給食費実費徴収金過年度分」３３５万４千円を過年度

分として見込んでおります。 

３３ページをお願いいたします。 

副教育長 

次に雑入ですが、次の３５ページまでの教育委員会関係のうち、新年度、新

規で計上するものだけを御説明いたします。 

一番下の教育総務課の５「小学校太陽光発電売電料（学校施設環境改善交付

金分）」で５万６千円ですが、大規模改修を行いました城南小学校の太陽光発

電売電料を新年度で計上するものでございます。 

次に３６ページ、３７ページですが、２１款１項４目の教育債で１億４千８

６０万円ですが、１節小学校債１，８７０万円は「多賀城八幡小学校エレベー

タ大規模改造事業」に係る市債、２節中学校債１億２，９９０万円は「東豊中

学校屋内運動場大規模改造事業」に係る市債でございます。 

以上で歳入の説明を終わります。 

次に、債務負担行為について御説明いたしますので、６ページをお願いいた

します。 

学校教育課長 

第２表債務負担行為の表を御覧ください。「学校給食等調理業務委託」につ

きましては、平成２６年度から平成３０年度までの債務負担行為設定終了に伴

い、平成３１年度から平成３５年度までの５年間、限度額を３憶６，９７２万

円で債務負担行為を設定するものでございます。 

副教育長 

次に、「自動車借上料」及び「パソコン借上料」はそれぞれ記載の期間及び

限度額の設定で、教育委員会関係分の内訳につきましては、１０３ページをお

願いいたします。 

８の平成３０年度債務負担行為内訳表で、「自動車借上料」の５教育総務課

で普通自動車２台分の２５５万５千円でございます。 

その下、「パソコン借上料」で、２の教育用パソコン等借上げ及び３、４の
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校務用パソコン等借上げは、それぞれ記載の学校に係るそれぞれ記載金額の計

上でございます。 

以上で、平成３０年度教育委員会所管分一般会計歳入歳出予算の報告を終わ

ります。 

教育長 

それではただいまの説明について、質疑ございませんか。菊池委員。 

菊池委員 

質問ではないのですが、市の財政から考えても教育予算を１１．３％上げて

いただいたことはすごくありがたいお話だと思います。子どもたちが過ごしや

すい学校と、地域との協働活動の推進事業の予算をしっかりとってくださって

いることを、とても嬉しく感じました。 

教育長 

ほかにございませんか。 

（「はい」の声あり） 

質疑がないものと認め、臨時代理事務報告第３号を承認します。 

日程第５ その他

教育長 

次に日程第５その他に入ります。各委員等から特に議題にしたい事項があり

ましたらお願いいたします。 

（「なし」の声あり） 

それでは先ほどのアレルギー食関連の報告を事務局からお願いします。学校

教育課長。 

学校教育課長 

人数についてですが、平成２７年度は１４４名、平成２８年度は１３０名で、

若干減っているという形です。 

根來委員 

今後、このまま減ってもらえればいいのですが、増えていけばそれだけ収入

が減って、給食本来の目的が達成できない事案も出てくる可能性もありますの

で、それに備えてその時期が来たら御検討いただければと思います。ありがと

うございました。 

教育長 

以上で、本日の議案等の審議をすべて終了いたします。 

これをもちまして、平成３０年第２回教育委員会定例会を閉会いたします。 
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     午後２時２３分閉会 

      この議事録の作成者は次のとおりである。 

              教育総務課主査  山形 剛大 

この議事録の正確なことを認め、ここに署名する。 

平成３０年３月２２日  

多賀城市教育委員会 
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